
25 契第 1985 号 

平成 25 年 11 月 22 日 

 

 

 入札参加資格登録業者 各位 

 

 

会津若松市長  室 井 照 平   

                                  （ 公印省略 ） 

 

 

 

法定福利費の内訳明示に係る標準見積書の活用等による建設業における 

社会保険未加入対策の徹底について（通知） 

 

 

 

 このことについて、平成 25 年 9 月 26 日に国及び建設業団体等から構成される社会保険未加入対

策推進協議会において、別添「法定福利費の内訳明示に係る標準見積書の活用等による建設業に

おける社会保険未加入対策の推進について」申し合わせが行われ、法定福利費の内訳明示に係る

標準見積書の活用等により、法定福利費を確保するための取り組みが一斉に開始されました。 

 つきましては、事業者の方々におかれましては、当該取り組みについて特段のご配慮をお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当 契約検査課入札契約グループ Tel ０２４２－３９－１２１７ 



 

 

法定福利費の内訳明示に係る標準見積書の活用等による 

社会保険未加入対策の更なる推進について 

  

第３回社会保険未加入対策推進協議会の開催に当たり、過去２回の本協

議会における申し合わせを踏まえつつ、法定福利費の内訳明示に係る標準

見積書を活用した社会保険未加入対策の更なる推進について、以下のとお

り申し合わせます。 

 

一．法定福利費の内訳明示に係る標準見積書を活用する趣旨 

・ 社会保険の加入を進めるためには、保険料を払うための法定福利費

を確保していくことが必要不可欠であり、標準見積書の活用等により

法定福利費を内訳明示した見積書を提出する取組は、その第一歩とし

て重要です。 

・ その上で、私たち行政・元請企業・下請企業・建設労働者等の関係

者は、この取組は、これで元請企業や下請企業が利益を得るような類

のものでは決してなく、就労環境の改善を通じた建設労働者の確保と

事業者間の公平で健全な競争環境を構築するために、保険料本人負担

分とあわせて、法律上必要な費用を流すだけに過ぎないという認識を

改めて共有します。 

  

二．標準見積書の活用等による法定福利費の確保に向けた関係者の具体的

な取組 

私たち関係者は、標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示し

た見積書を下請企業から元請企業に対して提出する取組を本日から一

斉に開始するため、関係者が一体となって、社会保険未加入は許さない

との固い決意をもって、以下の取組を進めます。 

 ・ まず、私たち関係者は一体となって、標準見積書の活用等により法

定福利費を内訳明示した見積書を提出する環境づくりにより積極的

に取り組みます。 



 

 

・ 元請企業は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づ

く下請企業への指導を一層徹底するとともに、下請企業との契約に当

たって、標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書

を提出するよう働き掛け、提出された見積書を尊重します。 

・ 下請企業は、標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示した

見積書を元請企業に対して提出して算定根拠を適切に説明し、適正な

法定福利費が確保されるよう取り組むとともに、自社及び外注先の技

能労働者を必要な保険に加入させるよう積極的に取り組みます。 

・  国土交通省等は、主な民間発注者団体、地方公共団体等に対し、標

準見積書の活用等による法定福利費の確保を含め、社会保険未加入対

策の推進に係る取組を実効あるものとするための働き掛けを積極的

に展開します。 

 

三．加入促進計画の着実な実行 

 ・ 推進協議会に加入する私たちは、協議会に提出した各団体の加入促

進計画について、今回のフォローアップ結果を踏まえつつ、着実に 

実行するとともに、適時必要な見直しを行います。 

 ・ その際には、他の優れた取組も参考にするとともに、取組の輪を団

体から会員団体や会員企業、関係する会社に広げ、さらにそのトップ

から担当者まで理解を深めていきます。 

 

平成２５年９月２６日 

社会保険未加入対策推進協議会 


